
重要なお知らせ                                          
 

令和７年１月６日 

 

お客さま 各位 

 

愛知信用金庫 

 

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）の改定について 

 

平素より愛知信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当金庫では、下記のとおり「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」を改定

しますのでお知らせいたします。詳細につきましては別添書類の新旧対照表をご覧ください。 

 

記 

 

１．改定対象 

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー） 

（https://www.aichishinkin.co.jp/policy1.html） 

 

２．改定日 

令和７年１月６日（月） 

 

３．主な改定内容 

（１）「個人番号の利用目的」を「特定個人情報等の利用目的」に変更。 

（２）下記の４項目を特定個人情報等の利用目的に追加。 

①住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書類作成・提供事務のため 

②公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務のため 

③災害時および相続時における預金口座の情報提供に関する事務のため 

④本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務のため 

（３）その他軽微な内容を修正。 

 

４．本件に対するお問い合わせ 

愛知信用金庫 業務統括部 TEL ０５２－４４６－５２０１ 

（受付時間 平日９：００～１７：００） 

 

以 上 

 

応援します！あなたの街で 
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（別添書類） 

個人情報保護宣言 新旧対照表 

旧 新 

当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報及び個人

番号（以下「個人情報等」といいます。）の適切な保護と利用を図るために、

個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30日法律第 57号）、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年 5月 31日法律第 27号）および金融分野における個人情報保護に関するガ

イドライン、その他個人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守するととも

に、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確

保に努めます。 

制定 平成 17年 4月 1日 

改正 令和 4年 4月 1日 

愛知信用金庫 

 

（略） 

 

1.個人情報とは 

（略） 

2.個人情報等の取得･利用について 

(１)個人情報等の取得 

（略） 

(２)個人情報等の利用目的 

（略） 

A. 個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的 

(業務内容) 

（略） 

(利用目的) 

 当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報および

個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の適切な保護と利用を図るため

に、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年５月３１日法律第２７号）および金融分野における個人情報保護に

関するガイドライン、その他個人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守す

るとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正

確性の確保に努めます。 

制定 平成１７年 ４月 １日 

改正 令和 ７年 １月 ６日 

愛知信用金庫 

 

（略） 

 

１．個人情報とは 

（略） 

２．個人情報等の取得・利用について 

（１）個人情報等の取得 

（略） 

(２)個人情報等の利用目的 

（略） 

A. 個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的 

(業務内容) 

（略） 

(利用目的) 
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旧 新 

（略） 

（法令等による利用目的の限定） 

（略） 

B. 個人番号の利用目的 

①出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため 

②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため 

③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため 

④国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため 

⑤非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため 

⑥預金口座付番に関する事務のため 

【追加】 

 

【追加】 

【追加】 

【追加】 

上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページの他、店頭掲示のポ

スター等でもご覧いただけます。 

 

（３）ダイレクト･マーケティングの中止 

（略） 

３．個人情報等の正確性の確保について 

（略） 

４．個人情報等の開示・訂正等､利用停止等について 

（略） 

 ○ お客さまからの個人情報等の利用目的の通知並びに個人情報等の開示

及び第三者提供記録の開示のご請求については、所定の手数料をお支払いい

ただきます。 

（略） 

（略） 

（法令等による利用目的の限定） 

（略） 

B. 特定個人情報等の利用目的 

①出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため 

②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため 

③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため 

④国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため 

⑤非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため 

⑥預金口座付番に関する事務のため 

⑦住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書類作成・提供 

事務のため 

⑧公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務のため 

⑨災害時および相続時における預金口座の情報提供に関する事務のため 

⑩本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務のため 

上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページの他、店頭掲示のポ

スター等でもご覧いただけます。 

 

（３）ダイレクト･マーケティングの中止 

（略） 

３．個人情報等の正確性の確保について 

（略） 

４．個人情報等の利用目的の通知・開示・訂正等､利用停止等について 

（略） 

 ○ お客さまからの個人情報等の利用目的の通知並びに個人情報等の開示

および第三者提供記録の開示のご請求については、所定の手数料をお支払い

いただきます。 

（略） 
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旧 新 

 

５．個人情報等の安全管理について 

（略） 

６．委託について 

（略） 

７．個人データの第三者提供について 

 当金庫は、お客さまから同意を得て、個人データの第三者提供を行う場合

には、あらかじめ、提供先の第三者、当該第三者における利用目的、提供す

る個人データの項目等をお示し、原則として書面（電磁的記録を含みます）

にて同意をいただくこととします。 

 また、その提供先が外国にある第三者の場合には、上記取扱いに加え、法

令等の定めるところにより、あらかじめ、①提供する第三者が所在する外国

の名称、②当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、③提供先

の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報―等について情

報提供いたします。 

※ 同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在する外国が特定できな

い場合には、特定できない旨及びその具体的な理由等について、また、提供

先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置について情報提供できない

場合には、情報提供できない旨及びその理由等について情報提供します。こ

の場合、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた場合には上記

①・②の事項について、事後的に提供先の第三者が講ずる個人情報の保護の

ための措置等についての情報提供が可能となった場合には上記③の事項につ

いて、お客さまのご依頼に応じて情報提供いたしますのでお申し出ください

（ただし、当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場

合等を除きます）。 

（以下略） 

 

５．個人情報等の安全管理について 

（略） 

６．委託について 

（略） 

７．個人データの第三者提供について 

 当金庫は、お客さまから同意を得て、個人データの第三者提供を行う場合

には、あらかじめ、提供先の第三者、当該第三者における利用目的、提供す

る個人データの項目等をお示しし、原則として書面（電磁的記録を含みます）

にて同意をいただくこととします。 

 また、その提供先が外国にある第三者の場合には、上記取扱いに加え、法

令等の定めるところにより、あらかじめ、①提供する第三者が所在する外国

の名称、②当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、③提供先

の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報等について情報

提供いたします。 

※ 同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在する外国が特定できな

い場合には、特定できない旨およびその具体的な理由等について、また、提

供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置について情報提供できな

い場合には、情報提供できない旨およびその理由等について情報提供します。

この場合、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた場合には上

記①・②の事項について、事後的に提供先の第三者が講ずる個人情報の保護

のための措置等についての情報提供が可能となった場合には上記③の事項に

ついて、お客さまのご依頼に応じて情報提供いたしますのでお申し出くださ

い（ただし、当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある

場合等を除きます）。 

（以下略） 

以 上 


